
 

平成２２年度排ガス適合ディーゼル車代替助成金のご案内 

 

 

昨年に引き続き自動車 NOx･PM法及び首都圏環境条例の対策の一環で標記代替に係

る費用に対し、一部助成を実施することになりました。 

つきましては、下記条件により別紙要綱に基づき実施しますのでご案内致します。 

 

 

記 

 

 

１．申請期間  平成２２年５月１０日(月)～平成２３年２月２８日(月) 

 

２．助成金額  車両総重量８ｔ以上・・・７０，０００円 

同  ８ｔ未満・・・４０，０００円 

 

３．対象車両  平成２２年３月１日(月)から平成２３年２月２８日(月)までに代替

した車両 

          旧車両：ＫＣ‐以前の車両 

          新車両：低燃費自動車  （型式：ＢＫＧ、ＰＫＧ） 

新長期規制適合車（型式：ＢＤＧ、ＰＤＧ） 

ポスト新長期、ハイブリッド車、天然ガス車等 

 

４．助 成 枠  ３，０００千円 

※助成枠限度に達した時点で打ち切りになりますので了承願い

ます。 

 

５．申請要領   別添の様式Ｂに必要事項を記入し、①旧車両の登録識別情報等通

知書(写)又は旧車両の詳細登録事項等証明書(写)、②新車両の自動

車検査証(写)を添えてトラック協会に申請する｡ 

 

６．備  考  ①会員所有の県内営業ナンバー間の代替えであること。 

②助成金は、新車両の総重量(8t未満・8t以上)で区分する。 

③新車両とは初度登録年月が平成２２年３月以降であること。 

 

 

[問合せ先] (社)栃木県トラック協会 業務部（鹿野、鈴木、横山） 

      TEL０２８－６５８－２５１５  FAX０２８－６５８－６９２９ 



排ガス適合ディーゼル車代替助成金交付要綱 
平成１５年４月１日制定 

社団法人 栃木県トラック協会 

 

（目  的） 

第１条 この要綱は、栃木県トラック協会(以下「栃ト協」という｡)が行う、排ガス適合

ディーゼル車(以下「適合車」という｡)への代替に対する助成金(以下「助成金」

という｡)の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進するこ

とを目的とする。 

 

（定  義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

     適合車とは、新長期規制適合車、及び車両総重量２．５ｔ超の天然ガス自動車

（使用過程にあるディーゼル車からの改造を含む）、ハイブリッド自動車、電気

自動車をいう。 

  ２ 代替えとは、車両の増減車手続きを簡便に行う方法で「事業用自動車等連絡書」

を用いて手続きしているもの、または増減車申請を祝祭日を除き中２日内で行う

ものをいう。 

 

（助成対象） 

第３条 助成の対象は、適合車への代替えを行った会員事業者とする。 

２ 会員事業者とは助成金を申請する時点で栃ト協に加入している者をいう。 

３ 但し栃ト協会費等の未納がある会員は、その限りではない。 

 

（助成金の交付額） 

第４条 前条第１項の助成金の交付額は、下表に示すとおりとする。 

車両総重量 

8t未満 

車両総重量 

8t以上 

４０，０００円 ７０，０００円 

※新たに購入した車両を対象とする（但し、天然ガス車は除く）。 

 

（助成対象車両） 

第５条 助成の対象となる車両は会員保有の貨物自動車（貨物運送の用に供するする特種

車両を含む）であり、栃木県を使用本拠の位置とする車両で型式ＫＣ‐以前のディ

ーゼル車から適合車に代替えする場合に限る。 

                    新長期規制適合車  

  型式ＫＣ以前のディーゼル車  ⇒  天然ガス車、電気自動車、    

                    ハイブリッド車 

 



（代替えの期間） 

第６条 助成金の対象となる車両代替えは、平成２２年３月１日(月)以降に完了している

もの、また平成２３年２月２８日(月)までに完了するものでなければならない。 

 

（実績報告及び助成金の請求） 

第７条 申請事業者は代替えを完了させ、様式Ｂにより「排ガス適合ディーゼル車への代

替に対する助成事業実績報告書（助成金交付請求書）」を平成２３年２月２８日

(月)までに栃ト協に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付） 

第８条 栃ト協は、前条の排ガス適合ディーゼル車への代替に対する「助成事業実績報告

書（助成金交付請求書）」の提出があったときは、速やかにその報告書を審査し、

その報告に係る事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、申請事業者に対して助成金を交付する。 

 

（財産の処分の制限） 

第９条 事業者は、交付対象となった新車両が２年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、

廃棄、他用途への転用、貸付又は担保(以下｢処分｣という｡)に供してはならない。

但し、あらかじめ栃ト協の承認を得た場合はこの限りではない。 

 

（報  告） 

第10条 栃ト協は、事業者が行う第７条の助成等に関して、必要な報告を求めることが

できる。 

 

（その他必要な事項） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、栃

ト協が別にこれを定める。 

 

（附  則） 

１．本要綱は平成１５年４月１日より適用する。 

２．助成金の送付に係る送金手数料等は、事業者負担とする。 

３．平成１６年５月１２日、第２条(定義)第２項を追加。第５条(助成対象車両)を一部

変更、第７条(交付申請)、第８条(交付決定)、第11条(申請の変更又は  取下げ)

を削除。 

４．平成１７年４月１９日、第６条(代替えの期間)を一部変更。 

５．平成１８年４月 １日、第２条（定義）、第５条（助成対象車両）を一部変更。 

６．平成１９年４月 １日、第４条（助成金の交付額）、第５条（助成対象車両）を一部

変更。 

７．平成２１年４月１日、第２条（定義）、第５条（助成対象車両）を一部変更。 

８．平成２２年４月１日、第２条（定義）、第４条（助成金の交付額）、第５条（助成対

象車両）を一部変更。 



様式Ｂ 

平成  年  月  日 
社団法人栃木県トラック協会 
会 長  関谷 忠泉 殿 

住    所               
氏名又は名称               
代表者氏名             ㊞ 

 
 

排ガス適合ディーゼル車代替助成金事業実績報告書 

（助成金交付請求書） 
 
 

排ガス適合ディーゼル車代替助成金交付要綱第7条に基づき、下記の通り実施したので報告並びに請求

します。（報告書〆切：平成２３年２月２８日(月)までと致します。） 

 
記 

 
１．助成金交付決定額 金         円 
 
２．交付決定車両 

ＮＯ 登録番号（旧車両） ８ｔ 
以上 

８ｔ 
未満 登録番号（新車両） ８ｔ 

以上 
８ｔ 
未満 

１       

２       

３       

  ※対象車両が３両以上になった場合は用紙をコピーして下さい。 
 
３．助成対象車両数   1)車両総重量８ｔ以上    両（×７万円） 

            2)  〃  ８ｔ未満    両（×４万円） 
 
４．添付書類 【旧車両】 
        ①旧車両の登録識別情報等通知書(写)又は詳細登録事項等証明書(写) 内１つを添付 

       【新車両】 
        ②新車両の自動車検査証(写) 

 
５．振込先金融機関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連 絡 先 担当者名：       ＴＥＬ：         ＦＡＸ： 

 
 

金融機関名 本・支店名 
  

口座名義 口座番号（ 普通・当座 ） 
ﾌﾘｶﾞﾅ  

整理番号 Ｂ－ 




